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平川 慎太郎 
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緒方 栄作 

件 名 山口県文化財指定に伴う指定書の伝達について 

 

 第７９回山口県文化財保護審議会（平成２７年１０月２９日）において、山口県有形文

化財（彫刻）として、長門市油谷向津具二尊院の四天王立像が審査を受け、指定の答申が

出されました。その後、平成２７年１２月１８日付け山口県教育委員会告示第４号で指定

の県報告示がありました。上記を受け、山口県教育委員会教育長から本市教育委員会教育

長あてに指定書の伝達依頼がありましたので、下記のとおり伝達を行います。 

 なお、当該文化財は平成４年３月１６日旧油谷町時代に町指定文化財となり、平成１７

年３月２２日の市町合併により長門市指定文化財となっていたものです。このたびの指定

により、本市の県指定文化財は１件増え２８件となり、市指定文化財は１件減り４４件と

なります。 

記 

 

１ 伝達日時 平成２８年１月２１日（木）１１：００～ 

 

２ 伝達場所 真言宗龍伏山 二尊院（しんごんしゅうりゅうふくざん にそんいん） 

（長門市油谷向津具下３５３９番地） 

 

３ 主な出席者 二尊院住職 田立智暁（ただて ちぎょう） 

長門市教育委員会教育長 江原健二 

長門市教育委員会生涯学習スポーツ振興課課長 平川慎太郎 

 

 


